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飼料添加物として
コリスチンが使えなくなります‼

畜産分野でコリスチンは、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
のため、飼料添加物として広く利用されてきました。しかし、平成29年1月、
食品安全委員会は硫酸コリスチンの飼料添加物としての利用は、薬剤耐性の
観点から人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると評価し、飼料添加物として
の指定を取消すことを決定しました。

また、コリスチンの使用を禁止した時に農家段階でコリスチン添加飼料が
残らないよう、販売店や農家での在庫を使い切るように、飼料工場での製造
を前倒しで中止することを国から要請しました。

コリスチンの使用禁止後、コリスチンを飼料添加物として含有する飼料を
使用すると飼料安全法違反となりますので、6月末までに在庫を解消するよう、
計画的な購入をお願いします。
あわせて、耐性菌リスク低減のため、平成30年4月から動物用医薬品として

のコリスチン製剤が第二次選択薬になります。こちらもご注意ください。

これにより、平成30年7月1日(予定)から
コリスチンの飼料添加物としての使用は禁止となります！

酪農家の皆様へ：乾乳期乳房炎治療薬回収のお知らせ

回収対象：セファゾリンD｢フジタ｣
製造番号 １０２５７７
(H29年7月~12月に出荷されたロットです)

回収理由：投与後、乳房からの薬剤の消失が遅延する恐れがあるため

＊農場に上記製品の同一ロットの薬剤が残っている場合は、1本であっても
フジタ、または購入した代理店に連絡し、対応してください。

＊すでに使用している場合、本製剤を投与した個体の乳を出荷する際は、
セファゾリンが検出されないことを確認してください。


